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衆
議
院
議
員
杉
本
か
ず
み
君
提
出
通
学
路
に
お
け
る
交
通
安
全
確
保
の
た
め
の
緊
急
合
同
点
検
お
よ
び
合
同
点
検
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
緊
急
合
同
点
検
は
、
平
成
二
十
四
年
度
に
実
施
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
二
十
四
年
度
学
校
基
本
調
査
に

よ
れ
ば
、
平
成
二
十
四
年
五
月
一
日
時
点
で
、
公
立
の
小
学
校
の
数
は
全
国
で
二
万
千
百
六
十
六
校
、
公
立
の
特
別
支
援
学

校
の
小
学
部
の
数
は
全
国
で
八
百
八
十
校
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
緊
急
合
同
点
検
を
実
施
し
た
公
立
の
小
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
小

学
部
の
数
は
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
全
国
で
一
万
九
千
九
百
五
十
七
校
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

緊
急
合
同
点
検
に
係
る
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
時
点
で
、
危

険
箇
所
は
全
国
で
九
万
三
千
九
百
か
所
、
対
策
必
要
箇
所
は
全
国
で
七
万
四
千
四
百
八
十
三
か
所
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

一



緊
急
合
同
点
検
の
結
果
に
基
づ
く
対
策
が
実
施
さ
れ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
か
ら
の
報
告
に
よ

れ
ば
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
時
点
で
、
全
国
で
合
計
四
万
二
千
六
百
六
十
二
か
所
で
あ
る
。
対
策
の
具
体
的
内
容

に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
及
び
学
校
が
実
施
す
る
通
学
路
の
変
更
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
に
よ
る
立
ち
番
等
、
道
路
管
理
者

が
実
施
す
る
歩
道
の
整
備
や
路
肩
の
拡
幅
等
、
都
道
府
県
警
察
が
実
施
す
る
信
号
機
や
横
断
歩
道
の
新
設
等
が
あ
る
が
、
お

尋
ね
の
対
策
内
容
ご
と
の
箇
所
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
点
検
結
果
や
対
策
実
施
状
況
等
」
の
「
情
報
発
信
の
媒
体
と
媒
体
ご
と
の
学
校
の
数
（
内
訳
）
」
に
つ
い
て

は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
国
土
交
通
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
時
点
で
、
千
四
百
三
十
八
の
市

区
町
村
が
、
当
該
市
区
町
村
に
お
け
る
一
万
四
千
七
百
十
五
校
の
学
校
に
関
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
活
用
し
、
対
策
必

要
箇
所
及
び
対
策
内
容
に
関
す
る
状
況
を
公
表
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

緊
急
合
同
点
検
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
や
学
校
が
、
道
路
管
理
者
や
都
道
府
県
警
察
と
連
携
し
て
点
検
及
び
対
策
の

検
討
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
点
検
の
結
果
を
踏
ま
え
た
具
体
的
な
道
路
や
交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
に
つ
い
て

二



は
、
道
路
管
理
者
と
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
連
携
し
て
進
め
て
い
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
、
国
土
交
通
省
及
び
警
察
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
、
平
成
二
十
四
年
度
の
緊

急
合
同
点
検
の
実
施
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
公
立
の
小
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
を
含
む
学
校
の
通
学

路
の
交
通
安
全
の
確
保
に
つ
い
て
、
地
域
特
性
に
応
じ
た
課
題
の
設
定
等
に
よ
る
効
果
的
な
合
同
点
検
を
定
期
的
に
実
施
す

る
な
ど
の
継
続
的
な
取
組
を
行
う
よ
う
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
等
に
依
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
の
調

査
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
五
年
五
月
一
日
時
点
で
、
公
立
の
小
学
校
の
数
は
全
国
で
二
万
八
百
三
十
七
校
、
公
立
の
特
別
支

援
学
校
の
小
学
部
の
数
は
全
国
で
八
百
八
十
八
校
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
度
以
降
に
合
同
点
検
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
各
学
校
等
の
判
断
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
度
に
実

施
し
た
緊
急
合
同
点
検
の
結
果
と
は
異
な
る
新
た
な
危
険
箇
所
又
は
対
策
必
要
箇
所
を
抽
出
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
と
考
え

る
。

二
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

三



お
尋
ね
の
「
交
通
安
全
運
動
に
従
事
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
、
危
険
箇
所
の
抽
出
お
よ
び
対
策
必
要
箇
所
の
抽
出
に
携
わ

れ
る
仕
組
み
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
文
部
科
学
省
、
国
土
交
通
省
及
び
警
察
庁
と
し
て

は
、
通
学
路
の
交
通
安
全
の
確
保
に
向
け
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
関
係
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
協
議
会
等
の
推
進
体
制
の

構
築
を
推
進
し
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
昨
年
度
の
緊
急
合
同
点
検
を
実
施
し
た
公
立
小
学
校
お
よ
び
公
立
特
別
支
援
学
校
小
学
部
の
う
ち
、

関
係
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
協
議
会
な
ど
の
推
進
体
制
を
構
築
で
き
た
学
校
」
及
び
「
地
域
の
交
通
安
全
活
動
に
従
事
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
構
成
員
と
な
る
協
議
会
」
の
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

国
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
物
品
の
購
入
に
対
す
る
補
助
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
現
時
点
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
補

助
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
に
お
い
て
、
手
信
号
そ
の
他
の
信
号
に
よ
り
交
通
整
理
を
行
う
こ
と
は
、

警
察
官
又
は
同
法
第
百
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
交
通
巡
視
員
（
以
下
「
警
察
官
等
」
と
い
う
。
）
に
の
み
認
め
ら

四



れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
に
お
い
て
、
交
通
整
理
以
外
の
場
合
に
お
い
て
車
両
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
は
、
警
察
官
に
の
み
認

め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
権
限
に
つ
い
て
は
、道
路
を
通
行
す
る
歩
行
者
又
は
車
両
等
に
対
し
一
定
の
行
為
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
り
、

適
切
に
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
警
察
官
等
以
外
の
者
に
認
め
る
こ

と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
交
通
安
全
運
動
に
あ
た
り
、
交
通
安
全
運
動
の
指
針
と
な
る
統
一
的
な
基
準
（
マ
ニ
ュ
ア

ル
な
ど
）
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
毎
年
春
及
び
秋
に
実
施
さ
れ
て
い
る
全
国

交
通
安
全
運
動
に
つ
い
て
は
、
中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
交
通
対
策
本
部
に
お
い
て
、
運
動
の
実
施
要
領
等
を
盛
り
込
ん
だ

全
国
交
通
安
全
運
動
推
進
要
綱
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

五


